
 

 

 

 

平成 25 年 7 月 8 日 

各 位 
会 社 名  株 式 会 社 明 電 舎 

                                     代 表 者 名  取締役社長 浜崎 祐司 

                               （コード番号 6508  東証第１部

                                大証第１部 名証第１部） 

問合せ先  広報・ＩＲ部長 上田 聖一 

（ＴＥＬ：03-6420-8222） 

 
会社分割（簡易吸収分割）による保守・点検等サービス事業の再編に関するお知らせ 

 
当社は、本日開催の取締役会において、当社の保守・点検等サービス事業を会社分割し、本日新

設する「株式会社明電エンジニアリング」「株式会社明電エンジニアリング東日本」「株式会社明電

エンジニアリング中日本」「株式会社明電エンジニアリング西日本」の 4社に承継させることを決定

しましたのでお知らせいたします。 

なお、本分割は当社 100％出資の子会社が事業を承継する簡易吸収分割であるため、開示事項・内

容を一部省略して開示しております。 

 

記 

 

１．分割の目的 
当社は社会インフラを支える電気機器を製造・納入する事業とともに、その保守・点検等を行

う事業を展開しております。 
国内の電気設備は公共インフラの成熟による新規案件の減少、人口の減少による公共施設のダ

ウンサイジング、また、製造業の海外移転などにより減少傾向にあります。それに伴い、保守・

点検の需要も徐々に減少するとともに競争も激化することが予測されます。 
また、地方自治体の財政悪化や技術職員の老齢化と減少により、公共施設の維持管理、運営は

アウトソーシングが加速すると考えられています。 
当社は、保守・点検等サービス事業のさらなる発展、競争力強化には、同事業を収益構造が異

なる機器の製造事業から分離独立させ、地域に密着した営業体制や業務体制、意思決定のスピー

ドアップ、お客様対応の更なるレベルアップが急務であると判断し、新設する 4 子会社に事業を

承継することを決定しました。 
今後明電グループは、この度新設する 4 社に、既存の子会社で行っている施設の維持管理・運

転管理業務を付加して再編し、機器製造から保守・点検、維持管理・運転管理まで施設全体のワ

ンストップサービスを行うことで業容の拡大を積極的に展開してまいります。 
 
２．分割の要旨 
 （１）分割の日程 
    分割決議取締役会       平成 25 年 7 月 8 日（予定） 
    分割契約締結         平成 25 年 8 月下旬（予定） 
    分割の予定日（効力発生日）  平成 25 年 10 月 1 日（予定） 
    （注）本分割は、会社法第 784 条第 3 項に定める簡易分割の要件を満たすため、当社に

おいて株主総会の承認は省略いたします。 
        

 
 
 
 



 （２）分割方法 
    次の４つの分社型吸収分割を同日付で実施いたします。 

①当社を分割会社とし、株式会社明電エンジニアリングを承継会社とする分社型吸収分割

（以下「本分割①」といいます。） 

②当社を分割会社とし、株式会社明電エンジニアリング東日本を承継会社とする分社型吸収

分割（以下「本分割②」といいます。） 

③当社を分割会社とし、株式会社明電エンジニアリング中日本を承継会社とする分社型吸収

分割（以下「本分割③」といいます。） 

④当社を分割会社とし、株式会社明電エンジニアリング西日本を承継会社とする分社型吸収

分割（以下「本分割④」といいます。） 

（３）分割に係る割当の内容 
本分割①により、株式会社明電エンジニアリングは、株式 180 株を 10 月 1 日までに新た

に発行し、当社に対して株式 180 株を割当交付します。 

本分割②により、株式会社明電エンジニアリング東日本は、株式 720 株を 10 月 1 日まで

に新たに発行し、当社に対して株式 720 株を割当交付します。 

本分割③により、株式会社明電エンジニアリング中日本は、株式 220 株を 10 月 1 日まで

に新たに発行し、当社に対して株式 220 株を割当交付します。 

本分割④により、株式会社明電エンジニアリング西日本は、株式 320 株を 10 月 1 日まで

に新たに発行し、当社に対して株式 320 株を割当交付します。 

（４）分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 
    当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 
 （５）分割により増減する資本金の額 
    本分割による当社資本金の増減はありません。 
 （６）承継会社が承継する権利義務 
    承継会社は、本分割に際し、本分割に係る事業に属する資産、負債、契約上の地位その他

権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを、当社から承継します。 
 （７）債務履行の見込み 
    本分割において、承継会社が負担する債務については、履行の見込みに問題はないものと

判断しております。 
 

３．分割当事会社の概要 

 分割会社 

（平成 25 年 3 月 31 日現在） 

(1) 名称 株式会社明電舎 
(2) 所在地 東京都品川区大崎二丁目１番１号 
(3) 代表者の役職・氏名 取締役社長 浜崎 祐司 
(4) 事業内容 発・変電システム、送・配電システム、電鉄システム、水処理・

水系運用システム、電動力応用システム、産業用プロセス制御管

理・ネットワークシステム、ダイナモメータシステム、ロジステ

ィクスシステムなどの開発、生産、販売、サービス 
(5) 資本金 170 億円 
(6) 設立年月日 大正 6 年 6 月 1 日 
(7) 発行済株式数 227,637,704 株 
(8) 決算期 3 月 
(9) 従業員数 （連結）7,920 名 

（単体）3,624 名 
(10) 大株主及び持株比率 住友電気工業㈱ 5.79％ 

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 4.96% 
㈱三井住友銀行 4.94％ 

(11) 直前事業年度の経営成績及び財政状態 平成 25 年 3 月期（連結） 
純資産 58,077 百万円 
総資産 224,623 百万円 

１株当たり純資産 251.64 円 
売上高 197,733 百万円 
営業利益 7,881 百万円 
経常利益 5,946 百万円 
当期純利益 4,024 百万円 

１株当たり当期純利益 17.74 円 



 
 承継会社 

（平成 25 年 7 月 8 日現在） 

承継会社 

（平成 25 年 7 月 8 日現在） 

(1) 名称 株式会社明電エンジニアリング 株式会社明電エンジニアリング東日本 
(2) 所在地 東京都品川区大崎三丁目７番９号 東京都品川区大崎三丁目７番９号 
(3) 代表者の役職・氏名 取締役社長 請関 憲一 取締役社長 斉田 敏明 
(4) 事業内容 電気設備、機械器具、装置の製造、販売、

賃貸借、設置、電気配線工事及び保守点

検サービス、改造、修理に関するメンテ

ナンス事業活動の戦略立案、統括管理及

び教育 

関東、東北、北海道地区に於ける電気設

備、機械器具、装置の製造、販売、賃貸

借、設置、電気配線工事及び保守点検サ

ービス、改造、修理等のメンテナンス事

業 

(5) 資本金 10 百万円 
※平成 25 年 10 月 1 日時点の 
 資本金は 100 百万円 

40 百万円 
※平成 25 年 10 月 1 日時点の 
 資本金は 400 百万円 

(6) 設立年月日 平成 25 年 7 月 8 日 平成 25 年 7 月 8 日 
(7) 発行済株式数 20 株 

※平成 25 年 10 月 1 日時点の 
 発行済株式は 200 株 

80 株 
※平成 25 年 10 月 1 日時点の 
 発行済株式は 800 株 

(8) 決算期 ３月 ３月 
(9) 大株主及び持株比率 ㈱明電舎 100％ ㈱明電舎 100％ 

 
 

 承継会社 

（平成 25 年 7 月 8 日現在） 

承継会社 

（平成 25 年 7 月 8 日現在） 

(1) 名称 株式会社明電エンジニアリング中日本 株式会社明電エンジニアリング西日本 
(2) 所在地 愛知県名古屋市中区錦一丁目 １７番

１３号 
大阪府大阪市中央区安土町三丁目４番

１０号 
(3) 代表者の役職・氏名 取締役社長 篠塚 公人 取締役社長 鶴田 功 
(4) 事業内容 中部地区（静岡、山梨含む）に於ける電

気設備、機械器具、装置の製造、販売、

賃貸借、設置、電気配線工事及び保守点

検サービス、改造、修理等のメンテナン

ス事業 

関西、北陸、中国、四国、九州地区に於

ける電気設備、機械器具、装置の製造、

販売、賃貸借、設置、電気配線工事及び

保守点検サービス、改造、修理等のメン

テナンス事業 
(5) 資本金 40 百万円 

※平成 25 年 10 月 1 日時点の 
 資本金は 150 百万円 

40 百万円 
※平成 25 年 10 月 1 日時点の 
 資本金は 200 百万円 

(6) 設立年月日 平成 25 年 7 月 8 日 平成 25 年 7 月 8 日 
(7) 発行済株式数 80 株 

※平成 25 年 10 月 1 日時点の 
 発行済株式は 300 株 

80 株 
※平成 25 年 10 月 1 日時点の 
 発行済株式は 400 株 

(8) 決算期 ３月 ３月 
(9) 大株主及び持株比率 ㈱明電舎 100％ ㈱明電舎 100％ 

 
４．分割する事業部門の概要 
 （１）分割する事業部門の事業内容 

 公共インフラ及び民間施設の電気設備、機械器具、装置等の保守・点検サービス事業 

 

 （２）分割する事業部門の売上高 
    22,717 百万円（平成 25 年 3 月期） 
 
 （３）分割する資産、負債の項目及び金額（平成 25 年 3 月 31 日現在） 
   

資産 負債 
項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

流動資産 3,781 百万円 流動負債 579 百万円 
固定資産 1,714 百万円 固定負債 4,066 百万円 
資産計 5,495 百万円 負債計 4,645 百万円 

 
 
 



 
５．分割後の状況 

本分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更は

ありません。 
 
 
６．今後の見通し 

本分割は当社 100％出資子会社との分割であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

以  上 
 
 
 
 

（参考）当期連結業績予想（平成 25 年 5 月公表分）及び前期連結実績（単位：百万円） 
 
 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 

当期業績予想 
（平成 26 年 3 月期） 

210,000 9,000 7,500 5,000

前期実績 
（平成 25 年 3 月期） 

197,733 7,881 5,946 4,024

 


